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豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４７年豊明市条例第３１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（単位 円） 費用弁償の額 

 （略） 

青少年健全育成

推進員 

年額 ２１，０００  

         

       

                     

     

         

       

          

              

       

          

           

     

         

    

          

                                                                                                             

       

          

上記以外の附属

機関の委員その

他の構成員 

１回 ７，２００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 ５，０００ 

旅費条例による８級

相当額 

 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（単位 円） 費用弁償の額 

 （略） 

青少年健全育成

推進員 

年額 ２１，０００  

民間活用事業推

進アドバイザー 

１回 １８，４００ 旅費条例による３級

職相当額 

民間活用事業推

進審査委員会委

員長 

１回 １４，４００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 

１０，０００ 

旅費条例による８級

相当額 

民間活用事業推

進審査委員会委

員 

１回 １２，０００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 

８，４００ 

 

上記以外の附属

機関の委員その

他の構成員 

１回 ７，２００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 ５，０００ 
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第１条 豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）新旧対照表 

 

現行 改正後（案） 

（納税証明事項） 

第２０条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）第１条の５第２号に規定する事項は、道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検

査対象軽自動車又は、２輪の小型自動車について天災その他止むを得

ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。 

（納税証明書の交付手数料） 

第２０条の４ 法第２０条の１０に規定する納税証明書の交付         

                                                               

                 を請求する者は、手数料を納付しなければならな

い。 

２ （略） 

（所得割の課税標準） 

（納税証明事項） 

第２０条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検

査対象軽自動車又は、２輪の小型自動車について天災その他止むを得

ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。 

（納税証明書の交付手数料） 

第２０条の４ 法第２０条の１０に規定する納税証明書の交付（法第３

８２条の４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたも

のの交付を含む。）を請求する者は、手数料を納付しなければならな

い。 

２ （略） 

（所得割の課税標準） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日

の属する年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において

同じ。）に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３５条の３第１項に規定す

る確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行

規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の

金額については、適用しない。                                  

議案第４８号参考資料 
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に定める事項の記載があるとき（特定配当等申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただ

し、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出

された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                           

（１） 第３５条の２第１項の規定による申告書                                          

（２） 第３５条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定によ

り前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

                                                          

                                                            

                         

５ （略） ５ （略） 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民

税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書を

いう。以下この項において同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があると

き（特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）は、当該特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただ

し、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出

された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認め

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３５条の３第１項に規定す

る確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事

項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等

譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。          
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るときは、この限りでない。                          

（１） 第３５条の２第１項の規定による申告書                                          

（２） 第３５条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定によ

り前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

                                                          

                                                            

                         

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３３条の９ 所得割の納税義務者が、第３２条第４項に規定する特定

配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により配

当割額を課された場合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡所得

金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計

算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６款の規定

により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当

該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第３３条の３

及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第３３条の９ 所得割の納税義務者が、第３２条第４項に規定する確定

申告書      に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により配

当割額を課された場合又は同条第６項に規定する確定申告書        

          に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計

算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６款の規定

により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当

該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第３３条の３

及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除す

ることができなかった金額があるときは、当該控除することができな

かった金額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定め

るところにより、同項の納税義務者に対してその控除することができ

なかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年

度分の個人の県民税                            若しくは市民税に

充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除す

ることができなかった金額があるときは、当該控除することができな

かった金額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定め

るところにより、同項の納税義務者に対してその控除することができ

なかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の確定申告書に係

る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税若しくは市民税に

充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

３ （略） ３ （略） 
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（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３５条の２ 第２５条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日まで

に、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の規定

により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務があ

る者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けてい

る者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定する

ものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第

２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者            

                                                              

                                                              

                                    に係るものを除く。）若しく

は法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと

併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項

に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しく

は雑損失の金額の控除若しくは第３３条の７の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を

受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者等」という。）並びに第２６条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除

く。）についてはこの限りでない。 

第３５条の２ 第２５条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日まで

に、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の規定

により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務があ

る者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けてい

る者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定する

ものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納

税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計

を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに

限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）若

しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第

８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第３３条の７の規定により控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控

除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者等」という。）並びに第２６条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者

を除く。）についてはこの限りでない。 
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２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計

所得金額が基礎控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額及び扶養控

除額の合計額以下である者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に

掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２条第

４項ただし書の規定により、市長の定める様式による。 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計

所得金額が基礎控除額、配偶者控除額         及び扶養控

除額の合計額以下である者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に

掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２条第

３項ただし書の規定により、市長の定める様式による。 

３～９ （略） ３～９ （略） 

（所得税にかかる更正又は決定事項の申告義務） （所得税にかかる更正又は決定事項の申告義務） 

第３５条の３ （略） 第３５条の３ （略） 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規則

第２条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第３１７条の２

第１項各号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定

により附記された事項は、前条第１項又は第３項から第５項までの規

定による申告書に記載されたものとみなす。 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規則

第２条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第３１７条の２

第１項各号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定

により付記された事項は、前条第１項又は第３項から第５項までの規

定による申告書に記載されたものとみなす。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は当該確定申告書

に、施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を附記しなければな

らない。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は当該確定申告書

に、施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を付記しなければな

らない。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書  ） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３５条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条におい

て「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

第３５条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条におい

て「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載
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した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

（１） （略） （１） （略） 

 （２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条

第３項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する

給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該

当するものを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の氏名 

（２） （略） （３） （略） 

（３） （略） （４） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書  ） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３５条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって、                                      

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                扶養親族（控除対象扶養親族                    

第３５条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所

得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第５１条の２に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所

得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において

同じ。）又は、扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当等に係
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                    を除く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

る所得を有しない者を除く。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する

公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

（１） （略） （１） （略） 

 （２） 特定配偶者の氏名 

（２） （略） （３） （略） 

（３） （略） （４） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第６７条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第

１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧      

                                                              

                         を行うものは、手数料を納付しなければ

ならない。ただし、法第４１６条第３項又は第４１９条第８項の規定

により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあって

は、手数料を徴しない。 

第６７条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第

１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第

３８２条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載

をしたものの閲覧を含む。）を行うものは、手数料を納付しなければ

ならない。ただし、法第４１６条第３項又は第４１９条第８項の規定

により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあって

は、手数料を徴しない。 

２ （略） ２ （略） 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 
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第６７条の３ 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付                                              

                                          を請求するものは、手

数料を納付しなければならない。 

第６７条の３ 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）を請求するものは、手

数料を納付しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 附 則 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和１５年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合

（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から令和３

年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適

用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第３３条の３及び第３３条の６

の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合

（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から令和７

年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適

用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第３３条の３及び第３３条の６

の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市の条例で定める割合は４

分の３とする。 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市の条例で定める割合は５

分の４とする。 

３～１６ （略） ３～１６ （略） 

 １７ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条例で定める割合は、４
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分の３とする。 

１７ （略） １８ （略） 

１８ （略） １９ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第１６条の３ （略） 第１６条の３ （略） 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特

定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税

義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払いを受けるべき年の翌年

の４月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等

に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載の

ある第３２条第４項に規定する特定配当等申告書を提出した場合（次

に掲げる場合を除く。）に限り適用するものとし、市民税の所得割の

納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係

る配当所得について同条第１項及び第２項並びに第３３条の３の規定

の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべ

き他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定

は、適用しない。 

（１） 第３２条第４項ただし書の規定の適用がある場合 

（２） 第３２条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げ

る申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないこと

が適当であると市長が認めるとき。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特

定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税

義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当

所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 



10/14 

３ （略） ３ （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例） 

第１７条の２ （略） 第１７条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第３

３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５条の３まで、第３６

条の２、第３６条の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６ま

で、第３７条の８又は第３７条の９の規定の適用を受けるときは、当

該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は

前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第３

３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５条の３まで、第３６

条の２、第３６条の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６ま

で又は第３７条の８              の規定の適用を受けるときは、当

該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は

前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２０条の２ （略） 第２０条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の特例適用配当等申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（特例適用配当等申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得

税に係る第３５条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定

の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 
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用する。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であ

ると市長が認めるときは、この限りでない。 

（１） 第３５条の２第１項の規定による申告書 

（２） 第３５条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定によ

り前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ （略） ５ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２０条の３ （略） 第２０条の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の条約適用配当等申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（条約適用配当等申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適

用する。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であ

ると市長が認めるときは、この限りでない。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得

税に係る第３５条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定

の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 
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（１） 第３５条の２第１項の規定による申告書 

（２） 第３５条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定によ

り前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ （略） ５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場

合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第３３条

の９の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」とあ

るのは「若しくは附則第２０条の３第３項前段に規定する条約適用配

当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の同条第４項に規定する条約適用配当等

申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配

当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合（条約適用配当

等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係る

所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定

により配当割額を課されたとき、又は第３２条第６項」と、同条第３

項中「法第３７条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の

２の２第９項の規定により読み替えて適用される法第３７条の４」と

する。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場

合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第３３条

の９の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」とあ

るのは「若しくは附則第２０条の３第３項前段に規定する条約適用配

当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年分の

所得税に係る               同条第４項に規定する確定申告書にこ

の項          の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配

当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合              

                                                              

                            であって、当該条約適用配当等に係る

所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定

により配当割額を課されたとき、又は第３２条第６項」と、同条第３

項中「法第３７条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の

２の２第９項の規定により読み替えて適用される法第３７条の４」と

する。 



13/14 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特

例） 

第２５条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイ

ルス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附

則第７条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５

年度」とあるのは、「令和１６年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則

第７条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年

度」とあるのは「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和

４年」とする。 

 

 

第２５条 削除 

 

第２条 豊明市税条例の一部を改正する条例（令和３年豊明市条例第２０号）新旧対照表 

 

現行 改正後（案） 

 豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）の一部を次のように

改正する。 

（中略） 

第３５条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未

満の者                   に限る」に改める。 

 豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）の一部を次のように

改正する。 

（中略） 

第３５条の３の３第１項中「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又

は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者に限る」に改める。 

 （後略） （後略） 

 附 則  附 則 
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（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分           

       は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

２ 新条例第２６条第２項及び第３５条の３の３第１項並びに附則第５

条第１項の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 
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豊明市都市計画税条例（昭和４７年豊明市条例第４５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

附 則 附 則 

３ 略 ３ 略 

  （法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

 ４ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条例で定める割合は、４分

の３とする。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告） 

４ 略 ５ 略 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の特例） 

５及び６ 略 ６及び７ 略 

７ 附則第５項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令

和５年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税

額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額に満たない場合には、附則第５項の規定にかかわ

８ 附則第６項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令

和５年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税

額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額に満たない場合には、附則第６項の規定にかかわ

議案第４９号参考資料 
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らず、当該都市計画税額とする。 らず、当該都市計画税額とする。 

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上

０．７以下のものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第５項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上

０．７以下のものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第６項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え

るものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、附則第５項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得

た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下

「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は、附則第６項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて

得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以

下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の特例） 



3/4 

１０ 略 １１ 略 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計

画税の特例） 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計

画税の特例） 

１１～１３ 略 １２～１４ 略 

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等） （宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等） 

１４ 略 １５ 略 

１５ 附則第５項及び第７項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号

に、附則第５項及び第８項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１

８条第６項に、附則第５項、第６項、第８項及び第９項 の「商業地

等」とは法附則第１７条第４号に、附則第８項から第１０項までの

「負担水準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第１０項の「農

地」とは法附則第１７条第１号に、附則第１０項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて

準用される法附則第１８条第６項に、附則第１１項から第１３項まで

の「市街化区域農地」とは法附則第１９条の２第１項に、附則第１２

項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２

第３項において読み替えて準用される法附則第１８条第６項に規定す

るところによる。 

１６ 附則第６項及び第８項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号

に、附則第６項及び第９項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１

８条第６項に、附則第６項、第７項、第９項及び第１０項の「商業地

等」とは法附則第１７条第４号に、附則第９項から第１１項までの

「負担水準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第１１項の「農

地」とは法附則第１７条第１号に、同項の「前年度分の    都市

計画税の課税標準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて

準用される法附則第１８条第６項に、附則第１２項から第１４項まで

の「市街化区域農地」とは法附則第１９条の２第１項に、附則第１３

項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２

第３項において読み替えて準用される法附則第１８条第６項に規定す

るところによる。 

１６ 略 １７ 略 

（廃止規定） （廃止規定） 

１７ 略 １８ 略 

（平成３０年度から令和２年度における用途変更宅地等及び類似用途 （平成３０年度から令和２年度における用途変更宅地等及び類似用途
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変更宅地等に対して課する都市計画税の特例） 変更宅地等に対して課する都市計画税の特例） 

１８ 略 １９ 略 
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豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年豊明市条例第３０号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（審査委員会） 

第６条 （略） 

 

 

 

２ 審査委員会は、選定等を行う施設ごとに置くものとする。ただし、

施設の設置目的が類似する複数の施設及び隣接施設等で一括管理

により効率的な管理が達成される施設については、一の審査委員会

の設置により、複数の施設を一括管理する指定管理者の選定等を行

うことができる。 

３ （略） 

４ （略） 

５ 前４項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必

要な事項は、市長が別に定める。 

（審査委員会） 

第６条 （略） 

２ 前項の規定は、選定等について豊明市民間活用事業推進審査委員 

 会設置条例（令和４年豊明市条例第  号）第１条に規定する豊明 

 市民間活用事業推進審査委員会に諮問するときは、適用しない。 

３ 審査委員会は、選定等を行う施設ごとに置くものとする。ただし、

施設の設置目的が類似する複数の施設及び隣接施設等で一括管理によ

り効率的な管理が達成される施設については、一の審査委員会の設置

により、複数の施設を一括管理する      選定等を行うことが

できる。 

４ （略） 

５ （略） 

６ 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必

要な事項は、市長が別に定める。 
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豊明市子ども医療費支給条例（昭和４８年豊明市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、本市の区域内に住所を有し、

かつ、出生の日以後１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者をいう。 

第２条 この条例において「子ども」とは、本市の区域内に住所を有し、

かつ、出生の日以後１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者をいう。 

２ （略） ２ （略） 

３ この条例において「未就学児」とは、「子ども」のうち６歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

３ この条例において「高校生等」とは、「子ども」のうち１５歳に達

する日以後の最初の４月１日から１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者をいう。 

４ この条例において「就学児」とは、「子ども」のうち未就学児以外

の者をいう。 

 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

 ２ 高校生等が、国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による保

険料（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による国民健康

保険税を含む。）を納付する義務がある場合又は成年に達した場合は、

当該高校生等を受給資格者とすることができる。 

２ 前項  の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の保

護者は受給資格者としない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の保

護者は受給資格者としない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 
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（支給の範囲） （支給の範囲） 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社

会保険各法の規定による医療に関する給付                        

                      が行われた場合において、当該医療に関する

給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公

共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の

額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に

定める手続に従い、当該子どもの保護者である受給資格者に対し、そ

の満たない額に相当する額を子ども医療費（以下「医療費」という。）

として支給する。 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社

会保険各法の規定による医療に関する給付（高校生等にあっては、入

院に係るものに限る。）が行われた場合において、当該医療に関する

給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公

共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の

額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に

定める手続に従い、                        受給資格者に対し、そ

の満たない額に相当する額を子ども医療費（以下「医療費」という。）

として支給する。 

２ （略） ２ （略） 

（子ども医療費受給者証） （子ども医療費受給者証） 

第５条 この条例による医療費の支給を受けようとする       

       受給資格者は、市長に申請し、規則に定めるところによ

り、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受

給者証（以下「受給者証」という。）の交付を受けなければならない。 

第５条 この条例による医療費（高校生等の医療費を除く。）の支給を

受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則に定めるところに

より、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療

費受給者証（以下「受給者証」という。）の交付を受けなければなら

ない。 

（支給の方法） （支給の方法） 

第７条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費

として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が

当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、

当該医療機関等に支払うことができる。 

第７条 市長は、子どもが医療機関等で医療を受けた場合には、医療費

として受給者            に支給すべき額の限度において、その者が

当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、

当該医療機関等に支払うことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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 ４ 高校生等に係る医療費の支給は、当該医療費を受給資格者に支払う。 
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豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例（令和元年豊明市条例第４４号）新旧対照表 

現行 改正後 

（分担金の額） （分担金の額） 

第４条 受益者の負担する分担金の額は、次の表の左欄に掲げる分担区

の区分に応じ、同表の右欄に掲げる１水道メーター当たりの分担金の

額に、当該受益者が所有する建築物の水道メーター数を乗じて得た額

とする。ただし、勅使台団地管理組合法人の管理区域については、第

２条第２項を適用し当該管理組合を受益者と定め、地区総額での一括

賦課及び徴収とする。 

第４条 受益者の負担する分担金の額は、次の表の左欄に掲げる分担区

の区分に応じ、同表の右欄に掲げる１水道メーター当たりの分担金の

額に、当該受益者が所有する建築物の水道メーター数を乗じて得た額

とする。                                                       

                                                              

                    

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

２ （略） ２ （略） 
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【別記1】 

 

現行 

分担区の名称 １水道メーター当たりの分担金額又は地区総額 

沓掛地区 φ１３mm １７６，２００円 

φ２０mm ４２０，１００円 

φ２５mm ６５６，１００円 

φ３０mm ９４５，８００円 

φ４０mm １，６８３，４００円 

φ５０mm ２，６３０，０００円 

φ７５mm ５，９１９，４００円 

井戸水 １７６，２００円 

勅使台団地地区 勅使台団地管理組合法人の管理区域で組合が一括で納め

る場合の総額 

８３，２１８，０００円 
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改正後 

分担区の名称 １水道メーター当たりの分担金額 

沓掛地区及び勅使台団地地区 φ１３mm １７６，２００円 

φ２０mm ４２０，１００円 

φ２５mm ６５６，１００円 

φ３０mm ９４５，８００円 

φ４０mm １，６８３，４００円 

φ５０mm ２，６３０，０００円 

φ７５mm ５，９１９，４００円 

井戸水 １７６，２００円 

 


	議案第４７号参考資料
	議案第４８号参考資料
	議案第４９号参考資料
	議案第５０号参考資料
	議案第５１号参考資料
	議案第５２号参考資料

